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1平成24年10月　第759号

　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営につい
て」の公表に関する件（10月4・5日）

　本委員会は、平成24年10月4・5日の金融政策決定会合において、次回金融政

策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および当面の

金融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。
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◆･「適格担保取扱基本要領」の一部改正等に関する件（10月4・5日)

　本委員会は、平成24年10月4・5日の金融政策決定会合において、適格担保の

担保価格等について、金融市場の情勢等を踏まえて行った定例の検証の結果に

基づき、本行資産の健全性および市場参加者の担保利用の効率性を確保する観

点から、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「適格担保取扱基本要領」（平成12年10月13日決定）注1）を別紙1. のとおり一

部改正すること。

2．「国債の条件付売買基本要領」（平成14年9月18日決定）注2）を別紙2. のとおり

一部改正すること。

3．「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」（平成16年4月9
日決定）注3）を別紙3. のとおり一部改正すること。

4．「適格外国債券担保取扱要領」（平成21年5月22日決定）注4）を別紙4. のとおり

一部改正すること。

5．「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」（平成23年4
月28日決定）注5）を別紙5. のとおり一部改正すること。

　

注1 ）　「適格担保取扱基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご

参照ください。

注2 ）　「国債の条件付売買基本要領」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。

注3 ）　「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。

注4 ）　「適格外国債券担保取扱要領」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。

注5 ）　「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2012年9月18・19日開催分）に
関する件（10月4・5日）

　本委員会は、平成24年10月4・5日の金融政策決定会合において、金融政策決

定会合の議事要旨（2012年9月18・19日開催分）注6）を承認した。

◆･金融市場調節方針の決定および「金融緩和の強化について」の
公表に関する件（10月30日）

　本委員会は、平成24年10月30日の金融政策決定会合において、次回金融政策

決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および金融緩和

の強化について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。

　

注6 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（10月11日公表）。



18 日本銀行政策委員会月報



19平成24年10月　第759号



20 日本銀行政策委員会月報



21平成24年10月　第759号



22 日本銀行政策委員会月報



23平成24年10月　第759号



24 日本銀行政策委員会月報

◆･「資産買入等の基金運営基本要領」の一部改正等に関する件
（10月30日)

　本委員会は、平成24年10月30日の金融政策決定会合において、金融緩和を一

段と強力に推進する観点から、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「資産買入等の基金運営基本要領」（平成22年10月28日決定）注7）を別紙1. の
とおり一部改正すること。

2．「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受益権等買入

等基本要領」（平成22年11月5日決定）注8）を別紙2. のとおり一部改正すること。

3．｢日本銀行業務方法書｣（平成10年3月24日決定）注9）を別紙3. のとおり一部変

更すること、および、4. の認可を取得することを条件に別紙4. のとおり一部

変更すること。

4．1. および2. の実施に関し、日本銀行法（平成9年法律第89号）第43条第1項た

だし書きおよび同法第61条の2の規定に基づき、別紙5. および別紙6. のとおり

財務大臣および金融庁長官に認可を申請すること注10）。

　

注7 ）　「資産買入等の基金運営基本要領」の全文については、インターネット・ホーム

ページをご参照ください。

注8 ）　「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本

要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注9 ）　「日本銀行業務方法書」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。

注10 ）　10月30日に認可を申請し、10月31日、認可を取得しました。
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◆･「経済・物価情勢の展望（2012年10月）」の基本的見解を決定
する件（10月30日）

　本委員会は、平成24年10月30日の金融政策決定会合において、「経済・物価情

勢の展望（2012年10月）」の基本的見解注11）を決定した。

◆･「デフレ脱却に向けた取組について」の公表に関する件（10月
30日）

　本委員会は、平成24年10月30日の金融政策決定会合において、デフレ脱却に

向けた取組について別紙のとおり公表することを決定した。

　

注11 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（10月30日公表）。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2012年10月4・5日開催分）に
関する件（10月30日）

　本委員会は、平成24年10月30日の金融政策決定会合において、金融政策決定

会合の議事要旨（2012年10月4・5日開催分）注12）を承認した。

　

注12 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（11月2日公表）。
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（２）通常会合関係

◆･理事の推薦に関する件（9月21日）

　本委員会は、平成24年9月21日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財

務大臣に対し、中曽 宏を理事に推薦することを決定した注13）（11月12日、財務大

臣より任命）。

◆･「会計規程」の一部変更に関する件（10月2日）

　本委員会は、平成24年10月2日、「会計規程」の一部変更について、下記のと

おり決定した。

記

　社団法人新金融安定化基金の解散に伴い、同基金より本行拠出金の返還を受

けたことから、「会計規程」（平成10年10月9日決定）注14）の一部を別紙のとおり

変更すること。

　

注13 ）　本件は、本委員会で9月中に決定したものですが、財務大臣による任命後に発刊さ

れる月報に掲載する扱いとしました。

注14 ）　「会計規程」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･参与の推薦に関する件（10月16日）

　本委員会は、平成24年10月16日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財

務大臣に対し、髙橋　治朗　氏を参与に推薦することを決定した（11月16日、財

務大臣より任命）。

◆･平成24年度および25年度における「日本銀行における職員の
給与等の支給の基準」の特則の制定等に関する件（10月26日）

　本委員会は、平成24年10月26日、職員の給与について、下記のとおりとする

ことを決定した注15）。

記

1．平成24年度および25年度における「日本銀行における職員の給与等の支給の

基準」（平成10年9月21日決定）の特則に関し、従業員組合との協議が整った

ことから、別紙1のとおり特則を制定し、本日から実施すること注16）。

2．上記1. の特則を、別紙2のとおり財務大臣に届け出るとともに、別紙3のとお

り公表すること。

　

注15 ）　本件の決定の前に、4月3日に「平成24年度および25年度における職員の給与の取

扱い等の検討」が本委員会に報告されました。また、8月3日に「平成24年度および25
年度における「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」の特則に関する件」と

して、本委員会において、本特則を従業員組合に提案し、協議を開始することを決定

しています。

注16 ）　「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」については、インターネット・

ホームページをご参照ください。
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（財務大臣あて届出案）
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（対外公表文案）
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◆･政策委員会月報（平成24年9月）に関する件（10月26日）

　本委員会は、平成24年10月26日、政策委員会月報（平成24年9月）を承認した。
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　2．報告事項

●�日韓通貨スワップ取極に係る一時的増額措置の終了
� （国際局）注1）

●�金融機関の業務運営動向とリスクの状況（金融機構局）

●�金融システムレポート（金融機構局）注2）

●�最近の考査結果の概要（金融機構局）

●�新日銀ネット構築プロジェクトの進捗状況
� （決済機構局、システム情報局）

●�業務継続計画の中期作業方針の進捗状況（決済機構局）

●�業務系統における主なプロジェクトの状況（業務局）

　

注1 ）　「二国間通貨スワップの時限的な増額部分の終了について」はインターネット・

ホームページをご参照ください（10月9日公表）。

注2 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（10月19日公表）。
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